
広報�
第1231号�

■
毎
月

1日
・1

5日

発
行■
発行
/日野市■編集/企画部

市
長
公
室

〒
191-8686 東京都日野市神明

1-12-1　

TE
L.0

42
-5

85
-1

11
1（
代
）

　

平
成22年 2010 5/15

ヒノソングが完成しました …………… 2

日野市合同水防訓練 …………………… 3

公民館まつり …………………………… 5

高齢者向けサービスを紹介 …………… 8

紙 面 か ら
����

����

���

���

再生紙を使用しています。�
�����������������	
����������

　

子
ど
も
手
当
は
、
次
世
代
の
社

会
を
担
う
子
ど
も
の
健
や
か
な
育

ち
を
応
援
す
る
と
い
う
趣
旨
の
も

と
に
支
給
さ
れ
る
も
の
で
す
。
子

ど
も
手
当
を
受
給
さ
れ
た
方
は
、

そ
の
趣
旨
に
沿
っ
て
手
当
を
活
用

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
法
律
で

定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

お
子
さ
ん
の
将
来
の
夢
は
何
で

す
か
？

　

子
ど
も
手
当
は
、
お
子
さ
ん
の

将
来
を
考
え
、
そ
の
健
や
か
な
育

ち
の
た
め
に
有
効
に
活
用
し
て
い

た
だ
き
ま
す
よ
う
、
よ
ろ
し
く
お

願
い
し
ま
す
。

　

申
請
者
名
義
の
口
座
へ
振
り
込

み
ま
す
。
支
給
時
期
は
６
月
・　
１０

月
・
２
月
で
、
そ
れ
ぞ
れ
前
４
カ

月
分
を
お
支
払
し
ま
す
。

　

お
送
り
し
た
申
請
書
に
必
要
事

項
を
記
入
し
、
〒　

－

８
６
８
６

１９１

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
��

�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�

　

子
ど
も
手
当
は
、
認
定
請
求
を

し
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
分

か
ら
、
支
給
事
由
の
消
滅
し
た
日

の
属
す
る
月
分
ま
で
支
給
さ
れ
ま

す
。

　

受
給
資
格
が
あ
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
認
定
請
求
を
し
な
か
っ
た
場

合
は
、
さ
か
の
ぼ
っ
て
支
給
す
る

こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
の
で
、
ご
注

意
く
だ
さ
い
。
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出
生
日
・
転
入
日
の
翌
日
か
ら

　

日
以
内
に
認
定
請
求
す
れ
ば
、

１５出
生
・
転
入
の
日
が
属
す
る
月
の

翌
月
分
か
ら
支
給
さ
れ
ま
す
。
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●子ども手当と児童手当の比較
子ども手当

（平成２２年４月分から）
児童手当

（平成２２年３月分まで）

なしあり所得制限

中学校修了まで
（１５歳到達後の最初の
３月３１日まで）

小学校修了まで
（１２歳到達後の最初の３月３１日
まで）

対象年齢

一律１３，０００円

３歳未満　１０，０００円
３歳以上の児童
　第１子、第２子　５，０００円
　第３子以降　　 １０，０００円

対象児童
１人あたり
の手当月額

　

子
ど
も
手
当
を
受
け
る
方
は
、

毎
年
６
月
に
現
況
届
を
提
出
し
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

現
況
届
の
提
出
が
な
い
と
、
６

月
分
以
降
の
子
ど
も
手
当
が
受
け

　

①
印
鑑
②
申
請
者
名
義
の
普
通

預
金
の
通
帳
③
申
請
者
の
健
康
保

険
証
の
写
し
※
そ
の
他
、
必
要
に

応
じ
て
提
出
す
る
書
類
�り�あ�

ら
れ
な
く
な
り
ま
す
の
で
、
ご
注

意
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
現
況
届
は
６
月
上
旬
に

受
給
者
あ
て
に
送
付
し
ま
す
※
平

成　

年
４
月
以
降
に
認
定
さ
れ
た

２２
方
は
、
今
年
は
現
況
届
の
提
出
は

必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

　

１
人
に
つ
き
月
額
１
万
３
千
円
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４月１日から、児童手当に代わり子ども手当制度が

始まりました。
子ども手当は、次世代の社会を担う子ども１人ひと

りの育ちを応援するため、中学校修了までの児童を養
育しているご家庭に支給されます。
申請が必要な世帯については、４月１３日に申請書を

郵送しました。申請書が届いた方は、９月３０日（木）まで
に申請してください。

子育て課問合せ先
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平
成
７
年
４
月
２
日
以
降
に
生

ま
れ
た
０
〜　

歳
の
児
童
を
養
育

１５

し
て
い
る
家
庭
の
主
た
る
生
計
者

（
通
常
は
、
父
母
で
所
得
の
高
い

方
）
、
ま
た
は
父
母
以
外
で
も
児

童
を
養
育
し
て
い
る
方
※
詳
細
は

左
記
フ
ロ
ー
チ
ャ
ー
ト
参
照

　

な
お
、
所
得
制
限
は
あ
り
ま
せ

ん
。 �
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日
野
市
役
所
子
育
て
課
へ
郵
送
ま

た
は
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。


